
 
 

107 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

国分寺都市計画道路３・２・８号線沿道まちづくり 

地区別検討会（第５回）の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 7 月 28 日（土） 10：00～12：00 



 
 

 
108 

 
 

― 目次 ― 

 

１ 開催概要 ..................................................................................................................................................... 109 

1. 開催目的 ................................................................................................................................................................ 109 

2. 開催概要 ................................................................................................................................................................ 109 

3. 次第 .......................................................................................................................................................................... 109 

 

２ 議事要旨 ..................................................................................................................................................... 110 

1. 意見交換要旨 ...................................................................................................................................................... 110 

（１）第１部：土地利用について＜総括＞ ............................................................................................. 110 

（２）第２部：環境施設帯に関する情報提供について ....................................................................... 110 

2. 議事概要 ..................................................................................................................................................................... 111 

（１）資料説明 ................................................................................................................................................. 111 

（２）意見交換（全体） ................................................................................................................................ 111 

3. 意見交換の結果 ...................................................................................................................................................... 112 

（１）第１部：土地利用について＜総括＞ ............................................................................................. 112 

（２）第２部：環境施設帯に関する情報提供について ....................................................................... 113 

 

３ 参考資料 ..................................................................................................................................................... 114 

1. 広報資料 ..................................................................................................................................................................... 114 

（1）市報 ............................................................................................................................................................ 114 

（2）国 3・2・8 号線沿道地区まちづくりニュース（第 24 号） .................................................. 115 

2. 配布資料 ..................................................................................................................................................................... 116 

（1）資料：これまでの地区別検討会での意見の整理 ......................................................................... 116 

3. 説明資料 ..................................................................................................................................................................... 117 

4. 掲示資料 ......................................................................................................................... 125 
 
 

 



 
 

 
109 

 

１. 開催目的 

   平成 21 年 9 月に策定した「国分寺都市計画道路 3･2･8 号線（以下「国 3･2･8 号線」）沿道まち

づくり計画」に示された将来像の実現を目指し、実効性のある施策の導入も視野に入れたまちづく

りのあり方を検討していくため、国 3･2･8 号線整備に伴う環境変化の影響を直接受け、まちづくり

の具体化に早急に取組む必要がある国 3･2･8 号線から両側 30ｍの範囲（以下「検討エリア」）を対

象に、地元の皆さんとともにまちづくりのあり方を検討する第５回「地区別検討会」を開催した。 
第５回地区別検討会では、まちづくり提言書を見据えて、第１回～第４回の地区別検討会の意見

を取りまとめ、土地利用に関する住民の総意、方向性を確認するため意見交換を第１部として行っ

た。また、東京都北多摩北部建設事務所より、環境施設帯に関する情報提供を第２部として開催し

た。 

 

２. 開催概要 

日時 平成 24 年 7 月 28 日（土）10：00～12：00 

会場 市役所 プレハブ会議室第１ 

参加者 14 名 

傍聴者 4 名 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

３. 次第 

１. 開会 

  ２. 説明 

●これまでのおさらい 

    ●本日のテーマ 

  ３. 第１部 

    ●土地利用について＜総括＞ 

  ４. 第２部 

●環境施設帯に関する情報提供について 

  ５. 事務局より 

  ６. 閉会 

 

開催概要 １ 
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１.  意見交換要旨 

 

（１）第１部：土地利用について＜総括＞ 

＜意見交換＞ 

l セールスポイントを守るための方向性として、現在の環境を保護するためのルールがあったほうが

よい。悪化を防ぐという観点ではなく、積極的に守る姿勢が必要。 

l 娯楽施設で立地が望ましい建築物の誘導する意見で矛盾が生じている。住環境の悪化を防ぐための

「制限」に関する意見と活性化を促進するための「誘導」に関する意見が相反している。 

l 道路が整備されてから沿道の建物が変わるまで時間があるはず。規制を強くするよりも多様な活用

方法の可能性があったほうが良い。 

l 建物が新たに建築された場合は、それをどう活用するのかを考えたほうが良い。規制は緩くしてお

いて、今後の活用方法を考えるべき。 

l 用途地域は沿道全て同じ色で塗られてしまうのか。規制をあまりかけないで自由度を高めることも

考えられる。現状、住宅がある所はあまり変えないで、活用できそうな土地があれば部分的に分け

て指定することも考えられる。 

l 沿道だけを考えるのではなく、もっと広域でまちづくりの方向性を考えるべき。 

l 交通アクセスとして「ぶんばす」を活用し、市役所に来たら買い物や食事ができるようにするなど

全体像をみながら検討すべき。市役所がどうなるかによって、大きく変わる。 

l 土地利用については多面的な利用ができるようにし、保護することをあまり強調しなくてもいいと

考えている。 

l 保護することを強めたいのではなく、場所によって線の引き方を変更する等も考えられる。 

l まちづくりの方向性、前提条件がはっきりしていないから流動的となっている。 

l 自転車道をつくりたい等、住民の意見を取り入れてもらえるのか。 

 

（２）第２部：環境施設帯に関する情報提供について 

＜質問内容＞ 

l 国分寺市内には植え木農家が多いため、植栽については国分寺市内の農家組織を通して地場産の資

源を利用してほしい。 

l 今後、ブロック別検討会を実施するということは、環境施設帯の整備タイプが決まっていないとい

うことか。 

l 国 3・2・8 号線に絡んだ話で、小平市の五日市街道から北側の現在の進捗状況はどうなっているの

か。 

l 緑地タイプと副道タイプの 2 種類しかないので議論しても仕方ないと思う。 

l 国 3・2・8 号線は拡幅ではなく新しい道路である。建替えをしない方にとっては水が入ってくるこ

とが考えられるため高さの調整が必要である。どういう基準で高さを決定しているのか。また既に

個別で相談できるのか。 

l 雨水排水の対策はどうなっているのか。 

l 歩道の高さは車道より高いのか。 

l 電柱は地中化の予定なのか 

議事要旨 ２ 
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２. 議事概要 

（１）資料説明 

第１部 

①これまでのおさらい 

 事務局より資料を用いて地区別検討会での意見の整理について説明。 

●質問・意見なし 

②これまでの意見を踏まえた考え方の展開 

 事務局より資料を用いてまちの将来像と実現のための考え方、土地利用ルール案について説明。 

●質問・意見なし 

③まちづくりニュースアンケート結果について 

事務局より資料を用いてまちづくりニュースアンケート結果について説明。 

●質問・意見なし 

 

第２部 

①環境施設帯とは 

東京都北多摩北部建設事務所より、環境施設帯の定義等について説明。 

●質問・意見なし 

②側道部について 

東京都北多摩北部建設事務所より、側道部（ＪＲ中央線オーバーパス部、西武国分寺線アンダーパス

部）について説明。 

●質問・意見なし 

③検討の仕組みや進め方 

東京都北多摩北部建設事務所より、検討の仕組みや進め方について説明。 

●質問・意見なし 

 

 

（２）意見交換（全体） 

第１部 

まちの将来像、土地利用のルールとも、南地区・北地区で概ね意見が一致していたため、全体で意見

交換を実施。 

●全体で意見交換（結果は次ページ以降に記載） 

 

第２部 

環境施設帯に関して、全体で質疑応答を実施。 

●全体で質疑応答（結果は次ページ以降に記載） 
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３. 意見交換の結果 

（１）第１部：土地利用について＜総括＞ 

意見内容 事務局回答 

セールスポイントを守るための方向性として、

現在の環境を保護するためのルールがあったほう

がよい。悪化を防ぐという観点ではなく、積極的

に守る姿勢が必要。 

 開発に伴い、みなさんが大事と考えているもの

が影響されないようにするため、住環境を守る観

点から「悪化を防ぐ」と表現している。表現自体

については今後調整したい。 

娯楽施設で誘導する意見で矛盾が生じている。

住環境の悪化と活性化が相反している。どうまと

めるのか。 

財政面で良い点があるが、現在の良好な住環境

を壊すことになりかねない施設立地については規

制することが望ましいと考えている。 

道路が整備されてから沿道の建物が変わるまで

時間があるはず。規制を強くするよりも多様な活

用方法の可能性があったほうが良い。 

現段階では偽装ラブホテルのみを制限できる対

応策がなく、住環境等を守るためには制限が必要

になると考える。 

今後の意見等を含めて、みなさんの考えを効果

的に実現できる都市計画行政を進めていく。 

 

建物が新たに建築された場合は、それをどう活

用するのかを考えたほうが良い。規制は緩くして

おいて、今後の活用方法を考えるべき。 

用途地域は沿道全て同じ色で塗られてしまうの

か。規制をあまりかけないで自由度を高めること

も考えられる。現状、住宅がある所はあまり変え

ないで、活用できそうな土地があれば部分的に分

けて指定することも考えられる。 

沿道全体を一律ではなく、場所ごとに細かく区

分することは選択肢として想定している。 

景観等については次回以降検討予定であるた

め、次回以降の意見・結果から、今回の土地利用

の考え方を変更する場合もある。 

 沿道だけを考えるのではなく、もっと広域でま

ちづくりの方向性を考えるべき。 

 交通アクセスとして「ぶんばす」を活用し、市

役所に来たら買い物や食事ができるようにするな

ど全体像をみながら検討すべき。市役所がどうな

るかによって、大きく変わる。 

 今後のまちづくりに関する参考意見として承

る。 

 

 

 

 

 土地利用については多面的な利用ができるよう

にし、保護することをあまり強調しなくてもいい

と考えている。 

 地区別検討会で大事にしたいと考える内容が確

認できれば、方針は一定の内容に収束できると考

えており、本日頂いたみなさんの意見から、個々

の意見のまとめ方は微調整すると思うが、まちの

将来像は変更することはないと考えている。 

 

 

保護することを強めたいのではなく、場所によ

って線の引き方を変更する等も考えられる。  

まちづくりの方向性、前提条件がはっきりして

いないから流動的となっている。 

 自転車道をつくりたい等、住民の意見を取り入

れてもらえるのか。 

第２部での環境施設帯に関する情報提供で説明

したい。 

⇒現段階では概ね事務局（案）を住民の総意とすることになり、土地利用以外の検討を続ける。 
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（２）第２部：環境施設帯に関する情報提供について 

質問内容 東京都回答 

 国分寺市内には植え木農家が多いため、植栽に

ついては国分寺市内の農家組織を通して地場産の

資源を利用してほしい。 

みなさんの意見を聞きながら対応してきたい。 

 今後、ブロック別検討会を実施するということ

は、環境施設帯の整備タイプが決まっていないと

いうことか。 

 今後、ブロック別検討会で意見交換を行い、選

定を行う。 

 国 3・2・8 号線に絡んだ話で、小平市の五日

市街道から北側の現在の進捗状況はどうなってい

るのか。 

 昨年度説明会を行い、小平 3・2・8 号線は現

在測量等を行っており、聞いた話によると今年度

中には都市計画の変更（予定）と伺っている。 

 緑地タイプと副道タイプの 2 種類しかないので

議論しても仕方ないと思う。 

 国 3・2・8 号線は拡幅ではなく新しい道路で

ある。建替えをしない方にとっては水が入ってく

ることが考えられるため高さの調整が必要であ

る。どういう基準で高さを決定しているのか。ま

た既に個別で相談できるのか。 

道路の高さについてはセンターの高さで決定し

ている。既存道路と交差している箇所については

既存道路を優先して高さを決めている。 

 申請をすれば計画線の位置や高さを教えするこ

とができるため個別に対応していきたい。 

 

雨水排水の対策はどうなっているのか。 

 

道路の排水について、住宅に入らないように道

路の中で排水処理できるような構造とはなってい

る。 

歩道の高さは車道より高いのか。 

 

車道と歩道については、歩道のほうが高くなる。

具体的なすりつけ方法は、個別の相談に応じたい。 

電柱は地中化の予定なのか。 地中化の予定である。 

⇒今後はブロックに分けた検討を進める。 
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１. 広報資料 

（１）市報（平成 24年 7 月 15 日号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料 ３ 
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（２）国 3・2・8号線沿道地区まちづくりニュース（第 24号） 
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２. 配布資料 

（１）資料：これまでの地区別検討会での意見の整理 
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３. 説明資料 
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第 2部：環境施設帯に関する情報提供 

１．環境施設帯とは 

環境施設帯の定義 

・環境施設帯は、幹線道路の沿道の生活の環境を守るために、沿道と車道との間に設置するもの。植樹 

帯、歩道、自転車道、副道等の組合せで構成される 

環境施設帯の整備タイプは２種類 

①緑地タイプ 

特徴 

・ゆとりある歩行空間と植栽空間が確保される 

・植栽帯により、沿道からの出入り（歩道の切り下げ）がある程度制限されるため、比較的大きな画地 

など出入り箇所が限られる場所に適している 

②副道タイプ 

特徴 

・副道を介して出入りするため、出入り箇所の制限が少なく、住宅地など出入口が連続している場所に 

適している 

・本線の通行に影響を受けず荷下ろしや車庫入れが可能 

・緑地タイプよりも、植栽できる部分が少なくなる 

 

２．側道部について 

・ＪＲ中央線オーバーパス部と西武国分寺線アンダーパス部については側道部を設けて整備。 

 

３．検討の仕組みや進め方 

住民の国 3・2・8号線の関わりを軸に 3 つの区域に分類 

①沿道住民（国 3・2・8号線に面する方）→「ブロック別検討会」 

・環境施設帯の整備の方向性について「緑地タイプ」、「副道タイプ」のどちらで整備するかの選定を行

う（側道区間を除き 5 ブロック別に検討） 

②地域住民（国 3・2・8号線から 30ｍに住まいの方を対象）→「地区別検討会」 

・植樹帯の配置や樹種、交差する道路の取り付け等について、「地区別検討会」の場で検討 

③周辺住民（国 3・2・8号線から 100ｍに住まいの方を対象） 

・まちづくりニュースによる周知及びアンケートの実施 
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４. 掲示資料 

●国 3・2・8号線の概要（省略） 

 

●まちづくり方針図（省略） 

 

●都市計画図（省略） 

 

●平面部 
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●ＪＲ中央線オーバーパス部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●西武国分寺線アンダーパス部 
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国分寺都市計画道路３・２・８号線沿道まちづくり 

地区別検討会（第６回）の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 9 月 28 日（土） 10：00～12：00
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１. 開催目的 

   平成 21 年 9 月に策定した「国分寺都市計画道路 3･2･8 号線（以下「国 3･2･8 号線」）沿道まち

づくり計画」に示された将来像の実現を目指し、実効性のある施策の導入も視野に入れたまちづく

りのあり方を検討していくため、国 3･2･8 号線整備に伴う環境変化の影響を直接受け、まちづくり

の具体化に早急に取組む必要がある国 3･2･8 号線から両側 30ｍの範囲（以下「検討エリア」）を対

象に、地元の皆さんとともにまちづくりのあり方を検討する第６回「地区別検討会」を開催した。 
第６回地区別検討会では、前回までの「緑」、「景観」に関わる意見をふまえ、「建物の高さ」、「建

物の配置」、「沿道のみどり（環境施設帯との調和）」等について、縮尺 1/200 程度のスタディ模型を

使い意見交換を行った。 

 

２. 開催概要 

日時 平成 24 年 9 月 29 日（土）10：00～12：00 

会場 市役所 プレハブ会議室第１ 

参加者 13 名 

傍聴者 1 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

３. 次第 

１. 開会 

  ２. 説明 

    ●前回のおさらい 

    ●まちづくりニュースアンケート結果について 

    ●本日のテーマ 

  ３. グループワーク 

    ●「緑」と「景観のまちづくり」について 

     （配慮事項について） 

  ４. グループ発表 

  ５. 事務局より 

  ６. 閉会 

 

開催概要 １ 
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１. グループワーク要旨 

 

（１）「緑」と「景観のまちづくり」について 

 北地区 南地区 

建物の高さ 

・まちづくり条例の高さの基準（6～7 階

程度）が妥当である。（複数意見あり） 

・将来的に人口減少するのに高い建物は

本当に必要なのか。 

⇒前回までの討論通り、建物の高さは 

6～７階程度までが良いのではないか。 

・ある程度は高さを高く設定したい。（複

数意見あり） 

・条件によっては高さを緩和したい。 

・日照など住環境への配慮も必要。 

⇒まちづくり条例に従った高さ（中層程

度まで）とし、まちづくり条例の制度

規定以外にも、条件が揃えば高さの上

乗せができる仕組みを検討することが

必要である。 

建物の位置 

・建物の位置は法規制に従って配置すれ

ば良い。（複数意見あり） 

・建物、敷地の大きさによって、空間（オ

ープンスペース）を生み出したい。 

⇒建物の位置は法規制に従って配置する

ことを基本としたい。 

・建物の位置は地権者の利用意向に配慮

できるようにしたい。（複数意見あり） 

・沿道後背地側はある程度の空間を確保

し、樹木等を配置することも考えられ

る。 

⇒建物の位置はルールとして強制する必

要はない。 

沿道のみどり 

・緑化量で容積率の上乗せする仕組みが

あっても良い。 

・植栽や壁面緑化の義務化は不安がある。

（管理が大変である） 

・緑については環境施設帯の緑で十分で

ある。 

⇒沿道のみどりは、緑のルールの条件を

クリアすれば、高さ等について緩和さ

せるような仕組みがあっても良い。 

・まちづくり条例の規定以上の緑化の創

出は必要ない。（複数意見あり） 

・まちづくり条例の規定以外の緑化の創

出はお願い事項として検討したほうが

良い。（複数意見あり） 

⇒沿道のみどりは。まちづくり条例の規

定以上の緑化の創出は必要ないと思う

が、まちづくり条例の規定以外はお願

い事項として創出する考え方で良い。 

その他 

・民間の公的貢献に対してはインセンテ

ィブを与える。 

・まちづくり条例よりも厳しくするのは

望ましくない。（複数意見あり） 

・現在のまちづくり条例だけでも良好な

姿になるのでは。（複数意見あり） 

・沿道の将来像を持つ事が必要である。

（複数意見あり） 

・まちづくり条例を緩和させる項目があ

っても良い。（複数意見あり） 

・規制はあまり設定せず、自由度を高め

ておきたい。（複数意見あり） 

・駐車場は地下に利用することも考えら

れる。 

 

議事要旨 ２ 
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２. 議事概要 

（１）資料説明 

①前回のおさらい 

事務局より資料を用いて前回のおさらいについて説明。 

●質問・意見なし 

 

②まちづくりニュースアンケート結果について 

 事務局より資料を用いてまちづくりニュースアンケート結果について説明。 

●質問・意見なし 

 

③グループワークについて 

事務局より資料を用いてグループワークの進め方について説明。 

●質問・意見なし 

 

（２）グループワーク 

 北地区・南地区の 2グループでグループワークを実施。 

●グループごとに討論（結果は次ページ以降に記載） 

 

（３）グループワーク発表 

 北地区・南地区のグループワーク結果概要を発表 

●質問・意見なし 
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３. グループワーク結果 

（１）北地区 

建物の高さ 

＜意見＞ 

・まちづくり条例の高さの基準（6～7 階程度）が妥当である。（複数意見あり） 

・将来的に人口減少するのに高い建物は本当に必要なのか。 

⇒前回までの討論通り、建物の高さは 6～７階程度までが良いのではないか 

建物の位置 

＜意見＞ 

・建物の位置は法規制に従って配置すれば良い。（複数意見あり） 

・建物、敷地の大きさによって、空間（オープンスペース）を生み出したい。 

⇒建物の位置は法規制に従って配置することを基本としたい。 

沿道のみどり 

＜意見＞ 

・緑化量で容積の上乗せする仕組みがあっても良い。 

・植栽や壁面緑化の義務化には不安がある。（管理が大変である） 

・緑については環境施設帯の緑で十分である。 

・緑化は市の補助がないと不可能である。 

・建ぺい率を抑え、高さを確保すれば、緑も増やす敷地も確保できるが、その場合には緩和などの配慮

も必要である。 

⇒沿道のみどりは、緑のルールの条件をクリアすれば、高さ等について緩和させるような仕組みがあっ

ても良い。 

⇒生垣等はあっても良いが、高さを低くする等、安全性を考慮（見通しを良く）すること。 

その他 

＜意見＞ 

・民間の公的貢献に対してはインセンティブを与える。 

・まちづくり条例から厳しくするのは望ましくない。（複数意見あり） 

・現在のまちづくり条例だけでも良好な姿になるのでは。（複数意見あり） 

・まちづくり条例の改正期と合わせて検討が必要。 

・沿道のまちづくりにあわせ、まちづくり条例そのものを緩和させるか、部分的に厳しくするか、特例

ルールのあり方を考える必要はある。 

・狭小の土地をどう救済するのか。 

・地価が下がると農家の人も広く売らないといけなくなる。 

・沿道の将来像を持つ事が必要である。（複数意見あり） 

・用途地域の変更が先決である。（複数意見あり） 
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（２）南地区 

建物の高さ 

＜意見＞  

・高さ制限については設定せず、にぎわいのある空間としたい。 

・ある程度は高さを高く設定したい。（複数意見あり） 

・条件によっては高さを緩和したい。 

・日照など住環境を確保してほしい。 

⇒基本的に自由度を高めておきたい。まちづくり条例を緩和した規定があっても良い。 

⇒まちづくり条例に従った高さ（中層程度まで）とし、まちづくり条例の制度規定以外にも、条件が揃

えば高さの上乗せができる仕組みを検討することが必要である。 

建物の位置 

＜意見＞ 

・建物の位置はあまり気にしなくて良い。（複数意見あり） 

・可能であれば、戸建住宅との空間を設ける等も必要である。 

・沿道後背地側はある程度の空間を確保し、樹木等を配置することも考えられる。 

・国３・２・８号線よりに建物を配置したほうが良い。 

⇒建物の位置はルールとして強制する必要はない。 

沿道のみどり 

＜意見＞ 

・まちづくり条例の規定以上の緑化の創出は必要ない。（複数意見あり） 

・緑のルールの条件をクリアすれば、高さ等について緩和させるような仕組みがあっても良い。 

・まちづくり条例の規定以外の緑化の創出はお願い事項として検討したほうが良い。（複数意見あり 

・屋上緑化はあっても良い。 

・低い樹木帯で緑ある空間としたい。（見通しの良い） 

⇒沿道のみどりは。まちづくり条例の規定以上の緑化の創出は必要ないと思うが、まちづくり条例の規

定以外はお願い事項として創出する考え方で良い。 

その他 

＜意見＞ 

・まちづくり条例を緩和させる項目があっても良い。（複数意見あり） 

・駐車場は地下に利用することも考えられる。 

・用途地域によって、周辺に対するインパクトが違ってくる。 

・規制はあまり設定せず、自由度を高めておきたい。（複数意見あり） 
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１. 広報資料 

（１）市報（9月 15 日号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料 ３ 
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（２）国 3・2・8号線沿道地区まちづくりニュース（第 25号） 
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２. 説明資料 
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３. 掲示資料 

●国 3・2・8号線の概要（省略） 

 

●まちづくり方針図（省略） 

 

●平面部（省略） 

 

●ＪＲ中央線オーバーパス部（省略） 

 

●西武国分寺線アンダーパス部（省略） 
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